
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 町内で飲食物の宅配またはテイクアウト等を行う飲食店等を営む事業者が対象になります。 
 

 

 

 テイクアウト等に使用する使い捨てプラスチック製容器や包装、ストロー、マドラー、スプー

ン、フォークおよびテーブルナイフをプラスチック以外の素材（木や紙等） やバイオマスプラ

スチック等環境に配慮した素材でできたまたは配合された製品に切り替えた場合の代替品購入

費の一部を補助します。 
 

 

 

対象経費の１／２ 以内（１００円未満切り捨て） 

上限：１店舗につき２０万円 

    ３店舗以上お持ちの事業者は６０万円 

※申請は１事業者につき年１回までです。 
 

 

 

当該年度４月１日～翌年３月３１日 

（当該年度の予算枠が無くなり次第、受付を終了します） 
 

 

 

 補助金の交付を受けた事業者は、本事業の趣旨に賛同し、 

協力店ステッカーを店頭に掲示していただきます。 

 

※申請前に必ず町ホームページで本補助金の交付要綱等を十分に確認してください。 

  

 

美浜町プラスチック代替製品利用促進事業補助金 

～未来の地球のために～（Ｒ6.4改正） 

プラスチックごみ削減に向けた取組みを支援します！ 

対象事業者 

対象事業 

補助金の額 

その他 

対象期間 

お問い合わせ先 町住民環境課 ℡32‐6703 

↑協力店ステッカーイメージ 

海洋プラスチックごみによる環境汚染は地球規模で広がり、世界的な課題とな 

っています。本町にも、毎年大量のプラスチックごみが漂着し、処理に苦慮して 

います。この課題を解決するためには、陸上から排出されるプラスチックごみの 

削減が非常に重要となります。 

町では使い捨てプラスチック製容器等の使用抑制に取り組む町内事業者に補助金を交付しま

す。この補助金を活用して、地球にやさしい素材でできた容器等に切り替えましょう！ 

 

この補助金を活用して

プラスチック代替製品

等に切り替えた場合、

翌年度以降もこの補助

金を活用できるよ！ 

 



 

美浜町プラスチック代替製品利用促進事業補助金 申請フロー 
 

補助事業者 町 

  

 

① 交付申請書 

④ 受領 

⑥ 実績報告書 

⑨ 受領 

⑩ 請求書 

⑬ 受領 

② 受領・審査 

③ 交付決定通知書 

⑦ 受領・検査 

⑧ 額の確定通知書 

⑪ 受領 

⑫ 補助金交付 

＜添付資料＞ 

① 事業計画書（様式第２号） 

② 収支予算書（様式第３号） 

③ 飲食物の宅配又はテイクアウト等を行っている 

ことが分かる資料 

④ 現在使用している使い捨てプラスチック製容器等の 

写真、カタログ等（申請の日の属する年度以前に本 

補助金を活用し、使い捨てプラスチック製容器等を 

プラスチック代替製品等に切り替えた場合は除く。） 

⑤ 購入するプラスチック代替製品等の写真、カタログ、 

見積書等（プラスチック代替製品等の種類及び金額 

が分かるもの） 

⑥ 町税納付状況確認同意書（様式第４号） 

⑤ 事業実施(プラ代替品購入) 

＜添付資料＞ 

① 事業実績書（様式第１１号） 

② 収支決算書（様式第１２号） 

③ 契約書又は見積書の写し（申請書に添付済みのもの 

を除く。） 

④ 補助金の交付を受けて購入したプラスチック代替 

製品等の写真、カタログ等 

⑤ 補助金の交付を受けて購入したプラスチック代替 

製品等の請求書及び領収書の写し 


